
2019 年 9月 10日 

芝山鉄道株式会社 

 

鉄道旅客運賃の改定について 

 

 芝山鉄道株式会社（本社：千葉県山武郡芝山町 社長：岡本 𠮷男）では、関東運輸局長あてに鉄

道旅客運賃の上限変更認可申請を行っておりましたが、9 月 5 日申請どおり関東運輸局長より認可

を受けました。 

この認可を受け、2019年 10月 1日以降の鉄道旅客運賃（実施運賃）を改定いたします。改定後の

鉄道旅客運賃（実施運賃）については、本日 9月 10 日（火）に届出を行いました。 

鉄道旅客運賃（実施運賃）の改定理由及び内容は次のとおりです。 

ご利用のお客様におかれましてはご理解を賜りますようお願いいたします。 

 

 １．改定理由 

    2019年 10月 1日（火）から消費税率が 8％から 10％に引き上げられることに伴い、当社に

おきましても、運賃に消費税率引き上げ相当分を転嫁させていただくためです。 

 ２．改定日 2019 年 10月 1日（火） 

３．改定内容 

 （１）改定率等 

① 平均改定率 

      1.848％ 

 

   ② 定期旅客運賃平均割引率 

      通勤 30.3％（現行 31.7％） 

      通学 75.1％（現行 75.6％） 

 

   ③ 改定率一覧 

 

 

 

 

 

 

 （２）改定・現行運賃比較表 

   ①普通旅客運賃 

改定運賃 現行運賃 

200円 200円 

 

定期外 

旅客運賃 

定期旅客運賃 
合計 

通勤 通学 計 

1.809％ 1.958％ 1.425％ 1.927％ 1.848％ 

 



   ②定期旅客運賃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ③回数旅客運賃 

改定運賃 現行運賃 

2,000円 1,900円 

 

 （３）旅客運輸収入表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．旅客運賃改定に伴う乗車券の取扱いについて 

 （１）旅客運賃改定前の 9月 30日（月）までに発売する定期乗車券及び回数乗車券は、旅客運賃

改定日の 10月 1日（火）以降にご利用する場合であっても、改定前の旅客運賃でお買い求め

いただけます。 

    また、旅客運賃改定日以降であっても、その有効期間内は、その有効区間内の別途運賃をお

支払いいただくこと無なくご乗車いただけます。 

 

 （２）旅客運賃改定日前にお買い求めいただいた定期乗車券及び回数乗車券で改定日以降に有効

区間外へ乗り越し等により旅客運賃をお支払いいただく場合は、改定後の旅客運賃をもとに

計算させていただきます。 

通勤大人 改定運賃 現行運賃 

1か月 8,360円    8,200 円    

3か月 23,830円    23,370 円    

6か月 45,150円     44,280円    

通学大人 改定運賃 現行運賃 

1か月 2,980円    2,930 円    

3か月  8,500円     8,360円    

6か月 16,100円    15,830 円    

 

 
現 行 

（Ａ） 

改 定 

（Ｂ） 

増 減 

増収額 

(Ｃ＝Ｂ－Ａ) 

増収率 

(Ｃ／Ａ×100) 

千円 千円 千円 ％ 

定期外 50,808  51,727  919  1.809  

定 期 25,019  25,501  482  1.927  

合 計 75,827  77,228  1,401  1.848  



 

５．利用者サービスの向上策 

   お客様からのお問い合わせに対応する体制を整えてまいります。 

 

６．お問い合わせ先 

   芝山鉄道株式会社 鉄道部運輸課 

   電話番号 0479-78-1141（平日 9:00 ～ 18:00 ） 

 

以上 


